
第3回 訪問看護支援事業に係る検討会  

日時：平成22年7月28日（水）15：30～17：00  

場所：全国都市会館（地下1階）第3会議室  

議事次第  

1．開会  

2．議題  

（1）平成21年度訪問看護支援事業の結果と今後の事業推進について  

（2）訪問看護サービスの安定的供給のための方策等について  

（3）その他  

3．閉会  

【配布資料】  

資料1：「訪問看護ステーションの基盤強化に関する調査研究事業」について  

（上野委員提出資料）  

資料2：茨城県における訪問看護事業所の状況について（大高委員提出資料）  

資料3：福岡県在宅医療推進事業について（森松参考人提出資料）  

資料4：訪問看護サービスの安定的供給のための方策等について（論点）  

参考資料1：第6回 第7次看護職員需給見通しに関する検討会 資料2  

参考資料2：訪問看護における特例居宅介護サービス真の支給状況調査結果概要  

参考資料3：人員基準が満たない訪問看護ステーションの休止・廃止の取扱いについ  

て調査結果概要  

参考資料4：都道府県におけるサテライト設置認可の現況調査概要   



平成21年度厚生労働省老人保健健康増進等事業  

「訪問看護ステーションの基盤強化  

に関する調査研究事業」について  
（平成21～22年度の状  
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聖隷福祉事業団  

理事・顧問   上野 桂子  

21年度訪問看護支援事業の実施内容①  

請求事  その他の事業の内容   

務等支  

援事業   援事業   

北海道  ○   パンフレット等の作成・PR支援  
市町村、医療機関、訪問看護ステー  

ションの実態調査   

茨城県  ○  ○   看護記録様式等の共同利用支援  
マニュアル等の共同作成支援  
パンフレット等の作成・PR支援  

医療機関、居宅介護支援事業所の訪  
間看護利用の実態調査   

千葉県   ○   ○  ○   看護記録様式等の共同利用支援  
パンフレット等の作成・PR支援   

静岡県  ○  ○   パンフレット等の作成・PR支援   

三重県   ○   ○   ○   ○   パンフレット等の作成・PR支援   

滋賀県  ○   ○   ○   マニュアル等の共同作成支援  
パンフレット等の作成・PR支援  



21年度訪問看護支援事業の実施内容②  

請求事  その他の事業の内容   

務等支  

援事業   援事業   

兵庫県   ○  ○  

島根県  ○   マニュアル等の標準化  
退院時連携体制強化支援  
訪問看護管理業務支援   

香川県   ○  ○   看護記録様式等の共同利用支援  
マニュアル等の共同作成支援 

福岡県  ○  

鹿児島  ○   ○   ○   マニュアル等の共同作成支援   

県  パンフレット等の作成・PR支援   

合計   4   7   4   9  

各地域における取り組み  

～訪問看護支援事業実  
へのヒアリング諷  

丁   



訪問看護支援事業  

（ア）請求事務等支援事業  
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厨訪問看護事業所より送付された記録  

請  緒£浅黒施忍絹邁 等  

訪問看護ステーションにおける事務作業の現状と課題  

■請求業務を含む事務処理、記録の管理、オンコールなど   

ほとんどすべての作業を訪問看護ステーションで実施。  

■利用者宅にカルテを持参し、メモを取り、ステーションで記録   

を再作成・入力。報告書等は同じ情報の転記が多い。  

JL 
■事務員の雇用など事務処理経費が高い。  

●事務作業、電話対応など訪問看護以外の業務が増大し、   

務が損なわれている（訪問回数の減少）。  

■   



請求事務等支援事業の実施例  

｛訪問看護業務支援システムをカスタマイズし、8事業   

所で共同利用  

■以下の業務の効率化が可能  

・各種帳票出力  

山間義和ステーション  

ステーション間・ネット   

ワークセンターとの  
相互コミュニケーション  

・各種記録のExcel   

出力  

ヽ 社団法人  

、、、 香川県書櫨協会  
訪問電磯業務支捷  

システム  
・グループウエアの  

共通利用  

統計ファイル作成  

訪問看護計画書・  

報告書の作成  

実績に連動した請  

求処理の実行 等  
、lご■■ニ   ■n  一－㌧■■  
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訪問春雄における  
情報■スキルの共有  外出先で  

■雄記録を  
参照・入力  仏間■llステーション  

請求事務等支援事業の実施例  

■モバイル（スマートフォン）を使用することで、利用者宅   
で、バイタルサインの入力や実績入力が可能  
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バイタルサイン入力  

覇Il・リハビリ入力  

■挟入力  

コメント入力  

前国字嬢事照  

テスト縞状Ol  
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ハ小イタルサイン   

の入力  

入力メニュー   

の選択  

前回訪問時  

の状態確認  

■ 
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請求事務等支援事業による効果  

■請求業務にかかる時間が半分に短縮  

■転記作業が不要なため、看護記録の時間が短縮  

■スタッフ間の迅速な情報共有が可能  

■レセプトの請求ミスが減少  

■時間短縮により、医療機関の退院支援が可能  

■直行一直帰が可能になりフレキシブルな勤務が可能  

■本来業務に専念できるようになり、訪問件数の増加  

例）請求事務等を一元化した場合の1か月あたり費用の試算  

支援事業でこの仕組みを導入しておくと、委託料を5万円／月として、  
20ステーションが参加した場合、運営費に100万円／月貴やすことが可能  

警  

50％を人件責とした場合、常勤2人、非常勤（繁忙期‥月初一週間）2人体制  

の構築が可能  
－ケ月あたり  

約50万円  

（499，600円）   

の人件責  

ネットワーク   

センター  

常勤（正職員・  

管理等担当）  

250，000円／月  

システム維持費、  

事務所賃借料、高  
熱水費、雑章等で  
50万円使用可能  

常勤（パート）  

160，000円／月  
※時給1．000円  

※8時間／日×20日  

非常勤（パート）  

44，800円／月×2  
※時給800円  

※8時間／日×7日  

1事業所あたり利用者平均54．3人  ×20事業所  ＝1086人分のレセプト処理が必要  
パート事務員延べ34日（常勤20日＋非常勤14日）×1日35枚処理＝1190枚処理可能  

（H20モデル事業結果から試算）川   



訪問看護支援事業  

（イ）コールセンター支援事業  
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厨利用者、家族等からの新規の利  
用等に関する相談等を受ける相談  

窓口の設置等を行う。  

訪問看護ステーションにおける電話対応状況の  

現状と課題  

■地域で訪問看護の相談窓口や調整機能がないため、個々の   

訪問看護ステーションが対応している  

■医療機関からの退院の際、どの訪問看護ステーションに連絡   
してよいか分からない場合がある（訪問範囲、専門領域等）  

t訪問看護の相談窓口を地域で一本化し、受け入れ調整機   
能を果たすところが必要  

■  

相談対応等はコールセンターで一元化し、効率  
的に対応できないだろうか？  

】2  
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コールセンター支援事業による効果  

コールセンターからの紹介が増加し、利用者数が増加  

病院看護師から退院患者の相談があり、緊急で訪問看護ス  
テーションを紹介し、導入につながった  

ケアマネジャーからの依頼で、自宅近くの訪問看護ステーシ  
ョンを紹介し、導入につながった  

■訪問看護ステーション同士の連携が促進した  

■新規利用者を断わらずにすむようになった（ステーション談）  

■訪問看護について気軽に相談できるようになった（家族談）  

＝  

訪問看護支援事業  

（ウ）医療材料等供給支援事業   

厨医療材料等※の供給が効果的に行われるよう  
医療機関や薬局等との供給システムの整備に関  
する事業  

※診療報酬上の特定治療材料及び衛生材料を示す  

＝   



医療材料等の供給体制における現状と課題  

■ 薬事法により訪問看護ステーションでは医療材料等の管理ができないた   

め、カテーテルの閉塞、点滴のつまりなど、トラブル発生時に訪問看護師   
が迅速な対応が困難。  

t在宅療養指導管理料算定者に必要な医療材料・衛生材料は主治医から   
供給される仕組みになっているが、実際には脱脂綿、滅菌手袋、消毒綿、   
ガーゼ、ドレッシング材など、利用者の個人負担やステーションからの持ち   

出しも多い。  

■ 医療材料等が、量・質ともlこ適切な時に供給されるシステムづくりが不可   

欠。  

警 

医療材料等の供給が効果的に行われるよう医療機  

関や地区薬剤師会、薬局等と連携した供給システム  
を整備できないか？  

Ⅰ5  

医療材料等供給支援事業による効果  

■利用者に必要な医療材料を必要なときに使えるようにな   

った。  

■訪問看護師が医療機関に医療材料を受け取りに行く手間   
が解消され、訪問看護ステーションから医療材料を持参   
できるようになった。  

■医療機関との連携に要する時間を短縮できた。  

■一括購入することでコストが削減され、在庫の無駄も削減さ   
れた。（医療機関）  

■ステーション負担で医療材料を購入することが解消された。  

■個人別のデータを基幹センターに集約することで状況管理   
の手間が省けた。  

■地域医療への貢献につながった。  

1rI   



訪問看護支援事業  

（エ）その他  

マニュアル類共同作成支援  

看護記録様式の共同利用支援  

パンフレット等の作成・PR支援  

厚地域内のステーションで共通のマ  

ニュアルを作成したり、様式類の共有  
化、パンフレット作成などを行う。  

17  

共同作成・使用が可能な様式等  

■マニュアル類  ■看護記録等  

■ 災害対応マニュアル  

■ 事故防止マニュアル  

■ 感染管理マニュアル  

■ 専門的な看護ケアのマニ   

ュアル  等   

■ 訪問看護計画書  

■ 訪問看護報告書  

■ 訪問看護記録 等  

■共同作成が必要なマニュアル類・共有  

化が必要な様式矧こついて地域内ス 

テーション間で協議する。  巧④   

川   



例）マニュアル類の共同作成支援事業の実際  

■訪問看護ステーションが共同でマニュアルを作成  

・感染症マニュアル（新型インフルエンザを含む）  

・感染性廃棄物の取り扱いに関するマニュアル  

1  
二蒜・・仲  

ィ 

■地域における標準的なマニュアルがで  

きたため、災害時や感染症対策などで共  

通認識が持てるようになった  

ぷ二「ごこふ  
■共同作成のため、改訂作業も分担でき、  
効率的に内容を更新可能  

lリ  

例）訪問看護パンフレットの作成  

●訪問看護サービスの理解・周知のために、各ステーション   

が共同でパンフレットを作成した  

■「訪問看護ってど  

んなサービス？」か  

ら「各ステーション  

で対応可能なケア」  

まで、分かりやすく  
記載した。   

■新規利用者の増  

加や、利用者の  
ニーズにあわせた  

事業所の選択が可  

能となった。  
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※ステーションごとに対応可能なケアを掲載  
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例）訪問看護PRのためのホームページ作成  

■訪問看護サービスの理解・周知のために、ホームページ   
を作成した  

u  

■・   

1鷲■帆榔打甘¶酢l；●  
■▲－ シーン■Jゝ▲l ■■川●－■■■t■■一1－●■－  

ノ ＿t● － ▲  

■J一■  

二＝＝二二：＝ン＝＝＝∵＝岩i  
ー   ＝   

llt■析  

▼▲tdヒ．●l′Mr●l∬●l  

′■●t■・‾√●l勺■tれt▼rdごしrllトリ  

ート ▼Iて■■■：■  

千書縄北脚  

楕間鴨擢ステーシ■ン功こ薫内…  

’ 
／済  

㌫こ㌫こ；ミ、  

●■  

■．・ヽ■tl■・■■  

ゆ  

●lI雷  

トl▲10uト、a川1t／）  （URL：111t   ／／WWW50Lli‖e  

ヱ】  

その他の事業による効果  

■新規利用者が増加した。  

■利用者のニーズに合わせた事業所の選択が可能に   
なった。  

■地域における標準的なマニュアルができたため、災   

害時や感染症対策などで共通認識が持てるようにな   

った。  

■共同で作成してるため、更新や改定作業も分担でき   
効率的に内容を更新できる。  

■訪問看護に関する問い合わせが増えた。   



訪問看護支援事業推進のために  

＼ 

ヱう  

「訪問看護支援事業」推進のための体制の構築  

1）訪問看護推進協議会の設置  

→自治体関係は・看護協会代表者・医師会代表者■訪問看護  

事業所管理者・学識経験者・介護支援専門員■地区薬剤師会な  

どで構成し事業内容に関して企画検討を行う。  

2）訪問看護事業の課題整理と実施する事業の検討  

→各地域における現状の問題点・ニーズの把握。  

3）広域対応訪問看護ネットワークワークセンター事業の計画立  

案  

→事業に参加する事業所間での合意形成  

→参加する関係団体の調整  

2」  
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訪問看護支援事業推進のための課題（D  

l）自治体や地域の状況により、内容・進行状況にばらつきがあ  

る  

→当研究班により、各地域の状況に沿った支援を実施  

2）訪問看護支援事業に参加している訪問看護ステーションが一  

部にとどまる  

→県・政令市内での参加ステーション数を拡大する  

3）異なる事業者間での調整が必要で、事業スキーム構築まで  
時間がかかる  

→当研究班による事業説明等を活用し、   
早期の参加に結び付ける  

ヱう  

訪問看護支援事業推進のための課題②  

4）補助終了後も事業を継続できる事業スキームが必要  

→事業継統のための責用の試算と参加事業所の合意形成を  

早期に行う  

→参加ステーション数を増加し、1事業所あたりの負担をさげ  
る  

5）利用者・家族・ケアマネジャーt医療機関等の周知が不足  

→訪問看護支援事業による取り組み内容の積極的PRを行う  

ユー】   



大高委員提出資料   

茨城県における訪問看護事業所の状況  茨城県  （H22．7．15）  

県域内市町村  
訪問看護ステーショ  

訪問看護ステーション数  

医療圏  ンがない市町村  
（H22．4．1）  （H22．   

（）は訪問看護ステーション数  
（H22．4．り   H22．4．1現在  

高齢者1万  高齢者1万  
○数字はサテライト  実数   人あたり   実数  

人あたり   

水戸保健医療圏   
水戸市（10）．笠間市（3）．小美玉市（0），茨城  

町（2），城里町（0）．大洗町（1）   東茨城郡城里町   
107，884   16   1．48   101   9．4   

日立保健医療圏   日立市（3）．高萩市（2）．北茨城市（1）  68，490   6   0．87   43   6．3   

常陸太田・  常陸太田市（1），ひたちなか市（3）．常陸大宮  
ひたちなか保健医療圏   市（2），那珂市（2），東海村（1）．大子町（2）  

89．725   皿   1．22   55   6．1   

鹿嶋市（3），潮来市（0），神栖市（2）．行方市 3 
鹿行保健医療圏  

（），鉾田市（3）   
61．136   皿   1．79   60   9．8   

かすみがうら市  
土浦保健医療圏   土浦市（6），石岡市（2），かすみがうら市（①）   （サテライト有り）   61，698   8   1．29   48   7．8   

つくば保健医療圏   
つくば市（9），常総市（3），つくばみらい市 （0）  つくばみらい市   

58，014   12   2．06   79  13．6   

龍ヶ崎市（3），取手市（4），牛久市（4），守谷  

取手・竜ヶ崎保健医療圏   市（4），稲敷市（り．美浦村（り．阿見町  （サテライト有り）  100．053   18   1．79   101  10．0   
（1），河内町（0）．利根町（の）   稲敷郡河内町  

筑西・下妻保健医療圏  結城市（1），下妻市（1），筑西市（2），桜川 市（2），八千代町（0）  結城郡八千代町   64．131   6   0．93   29   4．5   

古河・坂東保健医療圏  古河市（2），坂東市（2），五霞町（0），境町 皿  猿島郡五霞町   50，195   5   0．99   21   4．2  

9市町（7市町）   661，326   9引   1．4  537   8．12   
（参考）  

高齢者人口   
訪問看護ス  

テーション数   人あたり   

平成20年 全国   28，096，000※l   5，434※2   1．93   32，537※2   11．58   
平成27年 推計   33，781，000※3  42，300射   12．52   

※1平成20年人口動態続計※2平成20年度介護サービス施設・事業所調査※3国立社会保障人口間者研究所日本の将来推計人口 ※4第6回第7次看護職長の受給見通しに関する検討会、   



茨城県訪問看護ステーション数（H22．4．1）  

訪問看護ステーション数：93  

サテライト数：5   



森松参考人提出資料  

福岡県の現状  

■全国との比較  
福 岡   全 国   備考   

死亡者数   42．675人   1，083，796人   H17人口動態統計   

5，470カ所   
福岡：H22年4月  

医盲訪問看護ステーション   （全国の約4．6％）  

250カ所  
全国：H18年10月   

714カ所  

資在宅療養支援診療所 ‖  （全国の6．7％）   
10，631カ所  H20年6月   

ヽ          J  

星 緩和ケア病棟   
20施設  

190施設   
福岡：H22年3月  

（全国の約10％）  全国：H19年10月   

在宅等での死亡率   
11．3％  

（全国461）   
15．1％   H16人口動態調査   

■主な死因 悪性新生物（30．1％）、心疾患（16．0％）、脳血管疾患（12．3％）  

■死亡者数（福岡県）（H17年）  
42，675人 一→  

（H27年の推計）  

844人   



※ 東京大学 地域看護学教室と協働  

ここまでの経過  

年度   H17 H18   

l終末堅塁療対策準進事業     l  在宅医療推進事業   

方向性の会議   終末期医療対策推進協議会  在宅医療推進協議会※   

従事者研修、   ・在宅ホスピス研修会  

・ST管理者研修  従事者育成  ・在宅ホスピスアドバイザー派遣     ・高度在宅看護技術実務研修   

退院支援・連携  ・病院とSTの相互研修  一病院とSTの相互研修   

訪問者護STの   

機能強化   一医療型多機能（デイホスピス／スーパーバイズ）   

機能拡充  ・介護との一体型事業※  

・コールセンター   

NPO協働  ・在宅ホス増   スボランティア養成   

情報提供体制   ふくおか医療情報ネット  ふくおか医療情報ネット（更新）   

地域ネットワーク  睦聖望彗聖聖三と一望：暫 
＿   

H22年慶福岡県在宅医療推進事業の概要図  
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セン皇＝のビジョンと目標  

＜目指す姿＞  

住 民 → 自分が望む場所で療養でき、死ぬ場所も選択できる。  

地 域→ 在宅緩和ケアヘの支援がどの機関でもうけられるようになっている。  

保健所 → 在宅緩和ケアのシステム評価ができる。  

目標   （H20）1年目   （H21）2年目   （H22）3年目   

在宅緩和ケアの相談窓  住民組織の代表者等に  在宅ターミナルの知識  
住          口があることを知る。   
民  

在宅でターミナルを過ご  や意識が浸透し、適切  
すこと意識が浸透する。  な機関に相談できる。   

事例検討会や研修会を  関係機関が地域課題を  相談、支援システムが  
地          通じ、知識と情報を持つ。  共有し、地域社会資源や  構築され、利用できる  
域                顔の見える連携づくり。   相談の連携方法が分る。  社会資源が増える。   

支援センターの設置。   在宅緩和ケアに関する相  関係機関の連携がス  
保         地域の情報や課題の把  談支援を行う。   ムーズになる。   

健  関係機関の連携推進と   問題解決のためのシス  
所   サービスの質の向上を図  テム構築がほぼ完成  

る。（手引きの作成）   に近づく。  



地域在宅医療支援センターの取組み状況 歯  

■在宅医療に関する地域の課題の把握  
関係機関へのヒアリングを実施し、管内の社会資源の状況や過不足等、実態把握  

既存の地域在宅ケア研究会や保健所主催の難病患者支援評価会議等を活用  

連携上の課題等、問題点を整理。  

■ネットワークづくり（システム構築）  

管内の課題を共有。既存ネットワークも利用。  

地域に応じた対策  

■在宅医療の医療機関等の知識・技術の向上   
センター相談員等への研修会……・ 相談支援技術のスキルアップ、相談支援件数   

退院調整に関する研修会等を開催（管内の医療関係者を対象）   

既存の会（地域の集まり、研究会、医師会等）を活用。  

■住民への啓発／地域力の活用   
リーフレット作成。 在宅ホスピスボランティア（NPO等）との協働  

H22年度から、地域在宅医療支援センターを9カ所に  
～保健所を核にした、更なる地域在宅医療体制整備～  

■地域体制コーディネート  

・地域在宅医療推進協議会  

・地域ケア体制の構築・評価  

・個別支援  

・事例検討の課題整理   

■個別支援コーディネート  

・相談窓口  

・関係機関調整  

・ケース支援   

・事例検討会の実施   

・在宅療養Iこ向けた連絡調整  

藻・地域資源情報整理  

・情報提供   



訪問看護推進にかかるモデル事業  

1）「訪看護暮訪問介護の一体型」  

2）「デイホスピス」、「スーパー／くイズ」  
3）「コールセンター」（訪問看護支援事業）  

1．目 的  
訪問看護、介護職員との同行訪問や、訪問看護Staの機能拡 訓 

点
庖
 
大
の
 
 

い  

つ  

めの  

2．検証する内容  
○モデル訪問看護を実施することで得られた効果  

（利用者・家族・事業所にとっての効果）   

○モデル事業を普遍化する際の課題   

○現行の報酬制度・サービス提供体制の課題整理  10  

【【‾ 電l   



1）訪問看護・訪問介護の一体型サービス   
（医療依存度の高い在宅療養者への訪問看護・介護の  

十体型サービス提供モデル事業）  

《対象者》原則、  

介護保険対象外で医療依存度が高い者  

l‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾－－－－－－－－一一－－－－一－－－－－－－－－－－＿＿  

現状の問題  
l  

l  

l   l  

：■医療依存度の高いケアを安全に実施  

するには長時間滞在■複数名によるケ；  

アが必要。  
l  

l ：■訪問看護と訪問介護が十分に連携を  

取れる体制が整っていない  

l ：■上記体制が十釧こ整っていないことに： l l  

より対象者の身体的・経済的負担が大；  

きい。  l  

l  く＝レ’o   

l  

l   

l  

l   

】  
l  

l  

l l l l－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－■■－－＿－＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  

11  

対象者の選定から訪問の流れ 歯  

12   



訪問対象者の概要   

10歳代   40歳代   50歳代   60歳代  70歳代  80歳以上   

2 2 4   8   4   7   9   

難病   がん   
難病と  脊椎・  

その他   
がん  頚椎損傷  

6   18   3   2   5   

13  

訪問実施状況（H20年度）  

難病  がん  脊椎・頚  合 計   

ノへ   
稚損傷   

1ケ月未満   2   15   

3ケ月未満   

亭ケ月以上   2   8   

1  

1           ヽ  ◆必要な医療処置1名死亡11名死亡1名死亡   

胃ろう   
留置力  気管内  点滴・  療病  裾創  在宅酸  排泄  その   

管理  TT ル管理   
吸引   ⅠVH  管理  処置   素   管理   他   

8   6   9   8   8   8   15   9  

′ ‾「   



モデノヒ訪問看護の成果（H20年度）  

1．ケア時間の短縮・効率化   

◇短縮できた時間を使ってこれまでできなかったケアが実施できる。   

◇ 短縮できた時間を他の訪問看護の時間に回すことができる。  

2．ケアの安全性・質の向上   

◇補助者による体位保持や観察、声かけにより、安全・確実に処置や  
ケアが可能  

3．本人■家族の苦痛緩和、QOLの向上  

◇処置やケアを手早く、安全におこなうことで体位変換時の療病緩和  

◇家族が介護についていた時間を休息や外出に利用でき介護疲労の軽減  

15  

＿や ＿■  ＿！  

モテル  

4．訪問看護師の負担軽減   

◇ 看護師自らの身体的精神的な負担の負担軽減  

◇処置に追われて最小限しかできていなかったケアを十分に実施する  

時間ができたことで看護師自身の不全感が軽減  

5．サービス導入の推進力となった  

◇ 訪問介護導入への抵抗感が強かった本人・家族がモデル事業を  

通して効果を実感し、新たなサービス申請につながった。  

◇ 同行訪問の必要性が理解できなかった関係機関職員が、モデル   

事業を通して効果を理解し、制度の柔軟な導入が可能となった。  

16   



平成21年度 一体型サービス事業の概要  

「一体型訪問者護」事業を多面的に評価し、  

制度化の可能性と課題を整理する  
● 効果  

● 費用  

● 実現可能性  

→ 評価の視点（Mckillip，1987）  

「東京大学医学系研究科地域看護学教室  
博士課程 成瀬 昂」事業評価資料より抜粋  

一体型サービス事業の利用者数  

成人・高齢者  
計  

小児   
がん注2） 神経難病 その他   

0（0）  12（50）  

0（0）   7（29）  

0（0）   0（0）  

1（20）  3（13）  

3（60）  2（8）  

1（20）  0（0）  

2（15）  3（10）17（24）  

5（38）  7（23）19（26）  

1（8）  1（3）   2（3）  

2（15）17（57） 23（32）  

2（15）  1（3）   8（11）  

1（8）  1（3）   3（4）  

ステーションA  

ステーションB  

ステーションC  

ステーションD  

ステーションE  

ステーションF  

計  5（100）24（100）13（100）30（100）72（100）  
注1）値は人数（％）．注2）神経難病を併発している3名を含む  

「東京大学医学系研究科地域看護学教室  
博士課程成瀬 昂J事業評価資料より抜粋  

18  
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一体型サービス事業の利用目的  

成人一高齢者  
小児   

がん注2）神経難病 その他  

安全・安楽の確保  

ケアの充実、追加  

介護者の休養、休息  

看護師の負担軽減  

3（60） 23（96）  

2（40）  5（21）  

5（100）10（42）  

0（0）   9（38）  

11（85） 28（93） 65（90）  

7（54）10（33） 24（30）  

9（38）11（37） 35（49）  

7（54） 24（80） 40（56）  

滞在時間の短縮  2（40）18（75）  5（38） 23（77） 48（67）  
●■ － － －－ ■ ■ ■ ■t■■ ■－ － －■ ■■ ●一 一▲ － －一l▼■■ －■ ■－ －▲－ － ■ ■ ●■ －■－，－ －－ － － － －－ － －■■－■ －－ －－ － ●■一 一－ － ■－ － － －－ － － － － －－ － －－ － － －－ ■－ －■－ － － － － － ■■ － 一一 ■■－ －－ －■－r■ －－ ■■－ ▼－ － ■■ ■一 ■ ■■ ■■  

計  5（100）24（100）13（100）30（100）72（100）  

注1）値は人数（％）．注2）神経難病を併発しているユ名を含む  
各事例にあてはまる項目を全て選択しており、工機がある   

r乗京大学医学系研究科地域看護学教室  

博士課程成瀬 昂」事業評価資料より抜粋  

19  

一体型サービス事業 利用者の圭介護者続柄   

成人・高齢者  
小児   

計  

がん注2） 神経難病 その他   

配偶者  

母親  

子、その配偶者  

きょうだい  

不在  

0（0）  13（54）  

5（100）1（4）  

0（0）   9（38）  

0（0）   0（0）  

0（0）  1（4）  

10（77）15（50）  

2（15）  1（3）  

1（8）  11（37）  

0（0）  1（3）  

0（0）   2（7）  

38（53）  

9（13）  

21（29）  

1（1）  

3（4）  

計  5（100）24（100）13（100）30（100）72（100）  
注1）値は人数（％）．注2）神経♯廟を併発している3名を含む  

「東京大学医学系研究科地域看護学教室  
博士課程成瀬 昂」事業評価資料より抜粋  

20   



一体型サービス事業 利用者の病状  

成人・高齢者  
小児   

計  

がん注2） 神経難病 その他   

状態が安定している   5（100） 7（29）11（85） 25（83） 48（67）  

タは  
0（0） 17（71） 2（15） 5（27）24（33）  

■■■【■■一●－■■一－■－■■－■■■－■●■■■■■●●■●－■●一一－一一－－－一一－－－－－一一－■－－－－－－■■－－－－－－－－■－－一■－－■－－■－－－－■－－－－－－－－－■－－－－－－－－－－－■－－一一一l■－■■■  

「東京大学医学系研究科地域春雄字数圭  
博士課程成瀬昂」事業評価資料より抜粋  

一体型サービス事業 利用者の病状  

成人・高齢者  
小児   

計  

がん注2） 神経難病 その他   

巨状態が安定している   5（100）7（29）11（85）25（83）48（67）  

注1）龍は人数（％），注2）神経難病を併発している3名を含む  

観察的タイムスタディ調査により、  

「看護師が一人で訪問する時」と  

「介護職が同行して訪問した時」のケア、時間を比較   

r東京大学医学系研究科地域看護学教室  

博士課程成瀬昂」事業評価資料より抜粋   



一体型サービス事業 タイムスタディの結果①  

「一体型訪問看護」は、  

普段との違いから大きく3種類に分けられた  

①介護職員の同行により、  色  

白   

古  
ケアを行う人が増える場合（34名）  

看護師の平均滞在時聞は83分から71分に短縮（15％の短縮）  

→準備・片付けの時間：9分減、会話の時間3分増   

看護師の「ケアに対する満足度」は、34名中28名が上昇  

看護師の「ケアによる負担」は、34名中25名が軽減   

r東京大学医学系研究科地域看護学教室  

博士課程成瀬 昂」事業評価資料より抜粋  

一体型サービス事業 タイムスタディの結果②  

「一体型訪問着護」は、  

普段との違いから大きく3種類に分けられた  

看護師の平均滞在時間は82分から72分に短縮（12％の短縮）  
一→準備一片付けの時間：6分減、会話の時間は変化なし  

②介護職員が代わることで、   

家族がケアを離れる場合（10名）  重合  

18名中10名の家族が、訪問看護の間に側を離れることができた  

看護師の「ケアに対する満足度」は、10名中6名が上昇  
看護師の「ケアによる負担」は、10名中8名が軽減  

「東京大学医学系研究科地域看護学教室  
博士課程成瀬 昂」事業評価資料より抜粋  24   



一体型サービス事業タイムスタディの結果③  

「一体型訪問看護」は、  

普段との違いから大きく3種類に分けられた  

看護師の平均滞在時間は86分から84分に短縮（ほぼ同じ）  

→準備・片付けの時間：14分減、会話の時間1分増  

看護師の「ケアに対する満足度」は、2名とも変化なし／向上  
看護師の「ケアによる負担」は、2名とも変化なし／軽減   

→看護師を介護職具に変更しても、看護補鱒機能を維持できた  

番占 ③介護職員の同行により、看護師  

2名で訪問しなくなる場合（2名）  
「東京大学医学系研究科地域看雄学教室  

博士課程成瀬 昂」事業評価資料より抜粋  

一体型サービス事業 提供体制①  

介護職員の  

主な雇用形態  
介護職長勤務時間（時間／月）  

ユ50  

ろ00  

ヱ50  

200  

1ら0  

100  

50  

0   

ンA t   常勤  

B  常勤  

ステーションC  非常勤  

ヨンD  閻掛  

ステーションE  非常勤  

ステーションF  非常勤  ．，  l・．豆1・  食  

8月  り月  10月  11月  

「東京大学医学系研究科地域看護学教室  
博士課程成瀬昂」事業騨価資料より抜粋   



一体型サービス事業 効果のまとめ  

訪問看護場面で起こっている問題  

ケアが十分に行えない  

看護師の負担が強い   

ケア時の  

苦痛が減った  

看護師に  

話しかけやすい  

看護師に  

話しかけやすい  

気兼ねなく  

側を離れられる  

利用者の安全・安楽を保ちにくい  

家族介護者が休息できない   

ノ普業を  

看護師が行うケアを、より適切に  
するために補助（体位保持、等）  

介護職員  

「東京大学医学系研究科地域看護学教室  
博士課程成瀬昂」事業評価資料より抜粋  

一体型サービス事業 効果のまとめ  

ケア時の  

苦痛が減った  

看護師に  

話しかけやすい  

看護師に  

話しかけやすい  

気兼ねなく  

側を離れられる   

ケアが十分に行えない  

看護師の負担が強い  

利用者の安全・安楽を保ちにくい  

家族介護者が休息できない  

これらの問題を  

十分解決しうる！  

「東京大学医学系研究科地域看護学教室  
博士課程成瀬昂」事業評価資料より抜粋  



一体型サービス事業 タイムスタディの結果  

「一体型訪問看護」の利用の仕方は、  

普段の訪問看護との違いから大きく3種類に分けられた  

島台□  

各自  

尊貴 貴ロ  

①介護職員の同行により、   

ケアを行う人が増える場合  

②介護職員が代わることで、   

家族がケアを離れる場合  

③介護職員の同行により、看護師  

2名で訪問しなくなる場合  「東京大学医学系研究科地域看護学数重  
博士課程成瀬 昂」事業評価資料より抜粋  

一体型サービス事業の評価   

・効果 ′   

一体型訪問の効果を確認  

・糞用 △   

地域のニーズ把握、雇用形態ごとの   
経営状況のシミュレーション等を行い、   
効率的な運営形態を検討する必要がある  

・実現可能性 △   

介護職員の雇用先や人数、人材育成、   
地域の資源量の検討が必要。   

費用の分析をと併せて、今後は、実現・継続可能な  
制度として提言していく  「東京大学医学系研究科地域看雄学教皇  

博士課程成瀬昂」事業評価資料より抜粋   
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見  
●事業所によって技術や経験の差がある。  

●医療ケアが必要な在宅療養者が増えているが、対応   
できる医療・介護資源が少ない、地域差がある  

見  
サービスの質の向上一連携推進による体制整備  

見  
和ケア・在宅看取りの情報を知ら  ●住民は、在宅   

ない。  

●医療関係者も、在宅医療の情報が少ない  

見  
住民や医療関係者に知ってほしい在宅緩和ケア  

32   



見  
●訪問看護の必要性が関係者一住民に認識され七   

いない。  

供されていない。  

訪問看護の機能強化と医療・介護関係者への周知が必要  

▼「ザ   



訪問看護サービスの安定的供給のための方策等について（論点）  

0 24時間365日いつでも必要な時に、安定的に訪問看護サービス提供が可   

能となるような体制を実現するために、どのような方策を検討すべきか。  

なお、今後5カ年間の高齢者保健福祉施策の方向（（ゴールドプラン21（平   

成11年12月19日大蔵・厚生・自治3大臣により合意））（参考1）では、   

平成16年度の訪問看護ステーションの設置目標を9，900カ所（参考値）と   

記載しているが、今後の訪問看護サービスの目標としてどのような指標を用   

いて設定するのが適当であるか。  

（参考）仮に、訪問看護ステーションが9，900カ所設置された場合、1ステーション  

当たりの高齢者人数は約3．000人となる。  

なお、現時点における訪問看護に従事する看護師職員数（平成20年時点の  

常勤換算人数は約2．36万人）を前提として、9．900カ所の訪問看護ステーシ  

ョンの整備を進めた場合、1事業所当たり看護師数は2．4人となる。  

○ 地域包括ケア研究会報告書（平成21年度老人保健健康増進等事業 平成   

22年3月）（参考2）では、「24時間巡回型のサービスについて、看護と介   

護が連携して巡回する事業も導入して、在宅の看取りを担う事業として促進   

すべきではないか。これにより事業者の大規模化を図り、経営安定化も推進   

されるのではないか。」と提言されている。また、現在、「介護職員等による   

たんの吸引等の実施のための制度の在り方に関する検討会」（参考3）、「24   

時間地域巡回型訪問サービスの在り方検討会」（参考4）等を開催し看護と   

介護の連携についての在り方について検討しているところである。こうした   

現状を踏まえ今後の訪問看護と介護の連携のあり方についてどのように考   

えるか。   



参考1  

今後5か年間の高齢者保健福祉施策の方向（抜粋）  

～ゴールドプラン21～  

○平成12年（2000年）には世界最高水準の高齢化率となる中で、高齢者保健福祉施策の一層の充  

実を図るため、新たなプランを策定。   

1プランの基本方向   

（基本的な目標）  

Ⅰ活力ある高齢者像の構築   

「高齢者の世紀」である21世紀を明るく活力ある社会とするため、可能な限り多くの高齢者が健康で生  

きがいをもって社会参加できるよう、「活力ある高齢者像」を構築する。   

ⅠⅠ高齢者の尊厳の確保と自立支援   

要援護の高齢者が自立した生活を尊厳をもって送ることができるよう、また、介護家族への支援が図ら  

れるよう、在宅福祉を基本として、介護サービス基盤の質・量両面にわたる整備を進める。   

ⅠⅠⅠ支え合う地域社会の形成   

地域において、介護にとどまらず、生活全般にわたる支援体制が整備されるよう、住民相互に支え合う  

ことのできる地域社会づくりや高齢者の居住環境等の整備に向けて積極的に取り組む。   

Ⅰ∨利用者から信頼される介護サービスの確立   

措置から契約への変更が利用者本位の仕組みとして定着するよう、利用者保護の環境整備や介護サ  

ービス事業の健全な発展を図り、介護サービスの信頼性を確立する。  

（プランの期間）   

平成12年度から平成16年度までの5か年。状況の変化に応じて適宜見直し。   

2今後取り組むべき具体的施策（略）   

3平成16年度における介護サービス提供量   

各地方公共団体が作成する介護保険事業計画における介護サービス見込量の集計等を踏まえ、平成  

16年度における介護サービス提供の見込量は下記のとおりである。  

平成11年度   平成16年度   

訪問者誰  441t川時間   
訪問者誰ステーション   5，000か所   （9，900か所）■睾   

※平成16年度（）↑…1の数値については、－・定の前提条件のドで試算した参考値である。  



地域包括ケア研究会 報告書（抜粋）  

1．地域包括ケアを巡る現状と課題  

サービスの在り方  

（基本的な課題認識）  

在宅サービス利用は伸びているが、重度者を支えきれていないため、要   

介護状態の重度化や病気になって医療を要する状態になると、在宅の選択   

が困難となり、施設や病院に依存せざるをえない現状がある。地域完結型   

の高齢者ニーズを的確に捉えた地域包括ケアシステムの構築を園ることが   

課題である。  

【訪問看護】  

○ 訪問看護は、在宅での看取りをはじめとした診療の補助等を行い、   

特に中重度者の在宅生活を支えるために重要なサービスである。しか   

しながら、以下のような課題や指摘がある。  

他の介護サービスにおける利用者数が増加する中で、利用者数が  

横ばい（約26万人（2009年4月審査分）である。   

・看護職員5人未満の訪問看護ステーションが全体の約53％であ  

り、在宅における看取り、1人あたり訪問件数、夜間・早朝の訪問  

件数が少ないなど、効率的なサービス提供ができていない。  

他の訪問系サービスとの連携が図られておらず、看護職員が訪問  

介護サービスを介護職員に代替して実施していることが多い。   

・在宅医療に携わる医師との連携が必ずしも十分でない。  

2．地域包括ケアシステムの構築に向けた当面の改革の方向（提言）   

地域包括ケアを支えるサービスの在り方   

i）在宅サービスの抜本的充実～日常生活圏域に24時間の安心を確保  

（24時間短時間巡回型在宅サービスの強化）  

○ 現在の滞在型中心の訪問介護では要介護者の在宅生活を支えること   



は困難であることから、24時間短時間巡回型の訪問看護・介言葦サービ  

スを導入して、短時間の定期巡回と夜間通報システムによる緊急訪問  

等を組み合わせて、24時間365［］の在宅生活を支えられるようにす  

べきである。この24時間短時間巡回型在宅サービスが効率的に提供  

されるためには、ITの活用が不可欠でありその普及を図るべきである。  

なお、具体的なサービス提供の方法については、地域特性等に応じた  

より適当な方法を、各地域において開発していく。  

○ さらに、既存の在宅サービス（ホームヘルプ、デイサービス、ショ   

ートステイなど）の複数のサービスを柔軟に組み合わせてパッケージ   

化して提供する複合型事業所の導入を検討すべきではないか。  

（訪問看護、リハビリテーションの推進）  

○ 上記24時間巡回型のサービスについて、看護と介護が連携して巡   

回する事業も導入して、在宅の看取りを担う事業として促進すべきで   

はない机 これにより事業者の大規模化を図り、経営安定化も推進さ   

れるのではないか。  

（区分支給限度基準額）  

○ 訪問看護、リハビリテーションの必要性について、要介護認定にお   

いては個々の申請者のニーズが必ずしも適切に反映されていないので   

はないかとの指摘がある。かつ、利用者は介護保険と医療保険の双方   

の保険料を負担している以上、在宅生活を継続するために必要な訪問   

看護・1」ハビリテーションについては、区分支給限度基準額の枠外と   

するなど対応策を検討すべきではないか。  

0 24時間巡回や複合型事業所の導入に際して、包括報酬を採用するこ   

とにより、区分支給限度基準額を超えるケースについて一定程度対応   

できるのではない力㌔  

′サ・   



「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の  

在り方に関する検討会」開催要綱  

ト 趣旨  

これまで、当面のやむを得ず必要な措置（実質的違法性阻却）とし   

て、在宅・特別養護老人ホーム・特別支援学校において、介護職員等   

がたんの吸引・経管栄養のうちの一定の行為を実施することを運用に   

よって認めてきた。  

しかしながら、こうした運用による対応については、そもそも法律   

において位置づけるべきではないか、グループホーム・有料老人ホー   

ムや障害者施設等においては対応できていないのではないか、在宅で   

もホームヘルパーの業務として位置づけるべきではないか等の課題が   

指摘されている。  

こうしたことから、たんの吸引等が必要な者に対して、必要なケア   

をより安全に提供するため、介護職員等によるたんの吸引等の実施の   

ための法制度の在り方等について、検討を行う。  

2．検討課題   

①介護職員等によるたんの吸引等の実施のための法制度の在り方   

②たんの吸引等の適切な実施のために必要な研修の在り方   

③試行的に行う場合の事業の在り方  

本検討会の構成員は、別紙のとおりとする。  

ただし、必要に応じ、関係者の出席を求めることができる。  

・1・   



4．検討スケジュール（案）  

・夏頃を目途に、法制度や研修の在り方についての中間的な整理を行  

うとともに、試行事業を行う場合のスキーム・実施方法について整  

理する。  

・試行事業の実施・検証を踏まえ、年度内を目途に制度の在り方につ  

いてのとりまとめを行う。  

5．検  

①本検討会は、厚生労働大臣が関係者の参集を求め、開催する。  

（卦本検討会の庶務は、医政局、社会・援護局、障害保健福祉部の協力   

の下、老健局が行う。  

（隷本検討会の議事は公開とする。  

・2・  

† 1   T  



（別紙）  

「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の  

在り方に関する検討会」構成員名簿  

（敬称略 五十音順）  

社会福祉法人全国重症心身障害児（者）を守る会評議員   

日本ホームヘルパー協会会長   

日本介護福祉士会副会長   

独立行政法人国立長寿医療研究センター総長   

医療法人アスムス理事長   

特別養護老人ホームみずべの苑 施設長   

UIゼンセン同盟日本介護クラフトユニオン会長   

聖隷クリストファー大学数授   

ジャーナリスト、国際医療福祉大学大学院教授   

日本看護協会常任理事   

政策研究大学院大学教授   

全国身体障害者施設協議会副会長   

全国ホームヘルパー協議会会長   

NPO法人さくら会理事長・日本ALS協会副会長   

国学院大学法科大学院長   

全国老人福祉施設協議会介護保険委員会委員長  

日本医師会常任理垂   

東京都立光明特別支援学校校長  

岩 城 節 子   

国  利 恵   

内 田 千恵子   

大 島 伸 一   

太 田 秀 樹   

川 崎 千鶴子   

河 原 四 良   

川 村 佐和子   

黒 岩 祐 治   

賓 藤 訓 子   

島 崎 謙 治   

白 江  浩   

中 尾 辰 代   

橋 本  操   

平 林 勝 政   

桝 田 和 平   

三 上 裕 司   

三 重 秀 雄  

一3・   



「24時間地域巡回型訪問サービスのあり方検討会」にって  

1．趣旨等  

今後、急速な高齢化の進展が見込まれる中で、高齢昔が在宅で安 心して生活を  

営むためには、住み慣れた地域で必要な介護を受けることが吋能な社会の構築、  

とりわけれ三宅においても、施設と同様に241時間365rI対応可能なサービス堤供  

体制を確保する必要があると考えられる。  

このため、、杓戒22隼度老人保健健康増進等事業により、①24時閃地域巡回里  

．彷閃サービスのニーズ及び効果、②適切な訪問介護の体制や報酬休系のありノノ、  

③医療・看護と訪問介護の連携等について調査研究を行うとともに、石●識昔及  

び閲係一往業者等による検討会を．設け、24時間地域巡回哩訪㈹サービスの普及の  

ための．猟題やノノ策を明らかにすることを‖的とする。  

2．メンバー等  

（1）本検討会は、杓或22隼度老人保健健康増進等車業における厚／巨芳イ動省老健  

ノ．ルーユの■】l二業として、設関する。  

（2）本検討会委員は別紙のとおりとする。  

‾ノ【℃   



＜別紙＞  

「24時間地域巡回型訪問サービスのあり方検討会」委員  

（敬称‖俗、二Jl二卜汀川rり  

氏 名   現 職   

秋＝ll㍉′一   株式会社ケγ－一ズl′Iトト．り川り肴護スナーーシ三！ン所1i   

池川 省1   龍γ盲人′’；ご：往ごミ′ツ：湘地域如祉′刊叫動座   

イI●原 実習j′一  枕ぺ余社漸／巨メディカル 代舟取締役社吏   

柚祁俊J′・   Jt■三路ノ州れ護人′l；ご：′7良   

香取幹   株J－じごミ往やさしい一 代衣川摘・＝危什J÷   

小山l刷   社会如拙丑人長潮用㍍‖二協会ハ渕輪れ総合ケアセンターーニぶしl堀総合施，役k   

篠目 沼   人Jl‖∫福祉部 什会如仙i某調ミ1÷補佐   

時川 純   社会如拙漉八小＝I肘描出た則雄墨   

栃木  刊i  仁科人′－7：総合入関杵－〃那紆余福祉′判往熟慮   

烏袋 秀リJ   枕ぺ余往ジャパンケつ′サー〟一ビスグルー′一ソ 代表肋納得什長   

堀川 雌＝′一   二Lトレヒト人一羊7日刃甘究＝   

垣）卿川 力   公益財川耽人さわやか福神≠帖一l理■jl：k   

堀J＝ 雄人   世＝けilズニ地域福祉部 湘長   

的場優J′・   和光l行頼朝抽沌拍l；1÷ノ川）んしん裸和光l軌地域包析支援センター   

結城康博   淑徳人′’）ご：総合福祉′、捏lト社会劇諏：一羊利・湘教授   

和Il仁山ぷ   全回作宅墟養女髄．捌勅咋辿終ヱミ〃川宴・教科．，ユ長あおぞ㌦診娠所高知潮汗l項姉   

（◎：座長）  

2   



第七次看護職員需給見通し（暫定版）常勤換算  
（単位：人）  

区  平成23年  平成24年  平成25年  平成26年  平成27年   

需 要 見 通 し  1，405．100  1，430．200  1．454，800  1，477．700  1．500，000  

①病  院   900．500   920，000   937，800   952，700   966，200  

②診  療  所   232，300   234．800   237．300   239．700   242，500  

③助  産  所   2，300   2，300   2，400   2，400   2，400  

④テョ   28，400   29，600   30，800   31，900   33，100  

⑤介護保険関係   152．600   154，000   156，000   159，600   163．300  

⑥妄）   19．600   20，300   20．900   21，500   22．000  

自   

⑦養   17．600   17．700   17，700   17，800   17，900  

⑧保健所・市町村   37，500   37，600   37，800   38．000   38，200  

⑨事業所、研究機関等   13，800   14，000   14，100   14．300   14，400   

供 給 見 通 し  1．348，800  1，378．900  1．411．600  1，446，700  1．484，600  

（D年当初就業者数   1，321．900  1，348．800  1，379，000  1．411．600  1．446，700  

②新卒就業者数   49，500   50，600   51．400   5乙500   52，900  

③再就業者数   121．000   124．200   127．700   130．900   135，300  

職等による  
④濃   少 数   143，500   144，700   146，500   148．300   150，300   

需要見通しと供給見通しの差  56，300   51，200   43，200   31，000   15，400  

注）四捨五入のため、各項目の数値の合計等は一致しない。  

※本資料は第6回 第7次看護職鼻需給見通しに関  
する検討会（平成22年7月16日）の資料2である  

ノ．†■   T  



参考 第七次看護職員需給見通し（暫定版）実人員  
（単位：人）  

区  平成23年  平成24年  平成25年  平成26年  平成27年   

需 要 見 通 し  1．541，500  1．570，200  1．598，100  1．624．000  1，649，900  

①病  院   939，100   959，400   978，700   994，400  1，009，500  

②診  療  所   280，800   284．000   287，100   290．000   293，400  

③助  産  所   2．700   2，800   2，800   2，800   2．900  

④テョ   36．300   37，900   39，500   40，900   42，300  

⑤介護保険関係   182，400   184，600   187，500   192．100   196，800  

⑥妄）   22，引）0   23，了00   24，400   25，100   25，800  

自   

⑦葦㌔養覧芸   
18．900   柑，000   19．000   19．100   19．100  

疇）保健所・市町村   42，400   42，600   42．900   43，100   43，300  

⑨事業所、研究機関等   16，000   16，200   16，400   16．600   16，800   

供 給 見 通 し  1、482，600  1．517，700  1，555，700  1，596、500  1、640、300  

任）年当初就業者数   1，451，000  1，482，600  1，517，700  1，555，700  1，596，500  

②新卒就業者数   51，100   52．200   53，000   54，100   54，600  

③再就業 者 数   140、000   143，700   148，000   151．900   156，800  

職等による  
④憲   少 数   159，300   160．900   163，000   165．200   167．600   

需要見通しと供給見通しの差  58，900   52．500   42，400   27，400   9．700  

注）四捨五入のため、各項目の数値の合計等は一致しない。  

※本資料は第6回第7次看護職員需給見通しに関  

する検討会（平成22年7月16日）の資料2である  

2   



訪問看護における特例居宅介護サービス費の支給状況調査の集計結果について  

調査概要：指定居宅サービスの提供が著しく困難な離島等の地域において、保  

健師、看護師又は准看護師が訪問看護ステーションの指定基準であ  

る2．5人（常勤換算）に満たない事業者に、市町村の判断で特例  

居宅介護サービス費を支給している実態を把握した。  

調査 日：平成22年4月  

調査対象：全国47都道府県  

調査方法：トmail  

看護師数（注1）   
サービス   サービス   費用額（注2）  

都道府県  （人）  受給者数（人）  利用回数（回）   （円）  

・（平成22年1月分）  （平成22年1月分）  （平成22年1月分）   

宮城県   1．5   9   24   202，180   

東京都（注3）   
1   31   122   1，179，170   

（注1）保健師、看護師、准看護師の合計を常勤換算した値  

（注2）費用額は保険請求額及び利用者負担額の合計  

（注3）東京都は看護師の他、非常勤の理学療法士等が訪問看護サービスを提供している  

′ サー   



人員基準が満たない訪問看護ステーションの休止・廃止の取扱いについて  

調査概要：訪問看護ステーションの指定基準では、保健師、看護師又は准看護  

師を2・5人（常勤換算）以上確保することが必要である旨、規定  

しているが、人員基準を満たさない場合の各都道府県の休止■廃止  

に対する取扱いについて実態を把握した。  

調査 日：平成22年5月  

調査対象：全国47都道府県  

調査方法：E－mail  

1・平成21年度（平成21年4月～平成22年3月）において、休止又は廃止したステーシ  
ョン数について  

休止［有］（37都道府県）  休止  

合計   最小値  最大値   ［無］  

104   15   10   
事業所  事業所  事業所  都道府県   

廃止［有］（39都道府県）  廃止  

平均   最小値  最大値   ［無］  

219   34   8   

事業所  事業所  事業所  都道府県   

2一 平成21年度（平成21年4月～平成22年3月）において、休止又は廃止したステーシ  

ョンのうち訪問看護ステーションの人員基準である看護職員2．5人以上（常勤換算）  

を満たさなくなったため、休止又は廃止したステーション数について  

休止［有］（30都道府県）  休止  

合計   最小値  最大値   
［無］  

67   8   17   
事業所  事業所  事業所  都道府県   

廃止［有〕（28都道府県）  廃止  

合計   最小値  最大値   ［無］  

85   15   19   
事業所  事業所  事業所  都道府県   

3・訪問看護ステーションの人員基準である看護職員2．5人以上（常勤換算）を満たさな  

くなった場合の具体的な取扱いの基準の有無について  

無  

有   



4．ある訪問者護ステーションの看護師が5月10日に急に退職することになり、ステーシ  

ョンの看護師数が1．5人（常勤換算）となった場合の対応について  

都道府県数   

①［即休止又は廃止］  
5月11日より休止又は廃止とし、基準を満たしてから再度   
届出を行うように指導   

4  

5月中までに人員基準を満たすよう指導し、それでも基準   

②［当該月のみ猶予］  こ満たない場合、6月以降は休止・廃止届出書の提出を  了  

指示   

（＿ ）月中までに人員基準を満たすよう指導し、それで   5  

③［当該月＋（ ）カ月の猶予］         も基準に満たない場合、（＿）月以降は休止・廃止届出  1カ月（4カ所）  

書の提出を指示   
2カ月（1カ所）  

当該ステーションの次回の指定の更新時までに人員基準   

④【次回の指定の更新まで猶予］  0  

止・廃止届出書の提出を指示   

（9【個別のケースによる］  
訪問着護ステーションの状況に応じて、具体的対応を決め   

る  
31  

⑤［個別のケースによる］の主な具体的内容（複数回答）  都道府県数  

a）人員確保の努力がみられる場合  4  

b）人員確保の目途がある場合  17  

¢）経営状態の改善努力がみられる場合  

d）過疎地等で人員確保が特に困難と思われる場合  2  

e）過疎地等で地域に事業所が少ない場合  4  

f）利用者へのサービス提供の状況lニよる  4  

g）その他（「個別の訪問看護ステ「ションの事情による」  

「実地調査により是正する必要がある場合」「速やかに人員  

基準を満たすよう指導し、それでも基準に満たない場合、休  

止・廃止届書の提出を行うように指導する」等）   

’   
l   ▼  



都道府県におけるサテライト設置認可の現況調査概要  

調査実施者‥（社）日本看護協会（平成21年度老人保健健康増進等事業 訪問看護事業所の  

減少要因の分析及び対応策のあり方に関する調査研究事業）  

調査対象：47都道府県介護保険主管部局  

調査方法 ：FAXもしくはトmail  

調査期間：2010年1月18日～1月29日  

調査結果  

1・厚生労働省老健局より平成21年2月6日付けで出された事務連絡「訪問看護事業所の  

出張所等の設置申請の実態調査結果について（情報提供）」の認知状況   

け牛≠酢省都姐‖i上り、n戒21イド2J＝川 仙ナで州された－1用漣瀦「．彷‖り肴．攫≠粉姉川Il  

張川竹材）－即川 】誹の′芳櫨朋査結果について（情牒膵封県」叫錮I状況は、「知っている」が一1：1  

什（91．叩f－）で〔）制以上を■㌧めている。  

厚生労働省老健局事務連絡の認知状況  

件数   ‘刑合   

知っている   1ニi   91．59どl   

知らない   8．5％   

．汁   17   100．0％   

2．各都道府県の訪問看護事業所のサテライト設置の認可状況   

都道府県におけるサテライト．那亡び）認‖†状況をみると、「認‖†している」が12什（鮎卜摘）   

で、■認■けLていない2件（1∴ミー舛））申誹がないためノノ針来状）とが3什（6．4（舛，）であ／〕たr、  

サテライト設置の認可状況  

，掛－丁している  112   89．′1  

弘＝Jしていない   
】．言l拍ミな 件数  割合             2  －1∴i    いためノノ針心火定  3  6∴1  ．汁   一′17  100．0ワも   

3．訪問看護事業所のサテライト設置を認可していない理由  

0．り川り肴酢軽業所のサテライト．矧腔を認‖†していない2l∫I約体の矧暮l  

変通小便、よとょった牧の利川片確保が休1難な地域はないた捌こ艮澗け）訪問着護車牒   

所が参入しにくい地域はないとの1三り断ノ）たれ 本、1うにサテライトが必・要ならば、新規小   

小二柴岬，ぎl㌧を＝すLうに指導してきた．  

リー＝二がすノミいことむあり、山刑部も溌くないことか「ノ、．彷＝り石護にl舅そらず、牒則として   

サテライトは．乙即）ていない。離島等で要望があれば検．汁するが、現／l三射′巨はない‡   



4．訪問看護事業所のサテライト設置要件   

サテライトを認可している42都道府県のサテライト段間要件については、「国の基準に   

準ずる（地域によるl限定はない）」が38件（90．5％）であり、圭一け某所とサテライトが離れて   

いる場合、 中山岡地や過蛛地域、地域に利用者へサービス提供を行う・－拝業所がない場合等   

の要件であった。  

サテライト設置要件  

（訪問看護事業所のサテライト設置を「認可している」と回答した場合）  

（複数回答、肝42）  

件数   調合  

に準ずる（地域による限定はない）   38  90，5％   
主事業所とサテライトとの距離が離れている場合  2   4．8％   

中山間地域  2．4％   

過疎地域  2．4％   

その他  5   10．6％   

5．サテライトで認めている業務内容   

サテライトを認‖†している12郁道府県明サテライトで認めている業務lノ昭利こついては、  

「待機（休憩を合む）や道代の保管、着揮え等」が3f＝牛（90．5％）、「看護職日常粧による、   

サテライトを拠′・∴（とするサービス根供」が34什（別．0％）であり、－紺㈹看護計i■町井及び報   

省吾の作成、有識記録叫某管については29什（69．0％）が認めていた。  

サテライトで認めている業務内容  

（複数回答、Il可2）  
件数  割合  

看護職崩常批による、サブ  ミとするサービス提供   34  81．0％   

待機（休憩を含む）や道具の保管、着替え等  38  90．5％  
訪「～j］看護計画膏及び訪問者護報告吾の作成等の業務  29  69．0％  

彷悶着逓の記録類の保管  29  69．0％   

利用者・家族の相談業務  30  71．4％   

ケアマネジャー等多職柚との会議  29  69．0％   

その他  5  11．9％   

‾「「尋】   



平成21年2月6日 事務連絡  

訪問看護事業所の出張所等の設置申請の実態調査結果について（情報提供）の（抜粋）  

サテライト設置申請の調査結果（概要）  

調査実施者（社）全国訪問看護事業協会  

調査対象者（社）全国訪問着護事業協会会員3，352か所の訪問看護ステーション  

有効回答数は、1，309か所（39．1％）  

調査方法  FAX調査  

調査期間  平成20年7月30日～8月6日   

調査結果  

○サテライト設置の申請を行ったことのある訪問看護ステーションは、104事業所   

（7．9％）であった。   

○ サテライト設置申請を行ったことがある104事業所が現在開設しているサ  

テライトの数は1箇所が最も多く、56事業所（53．8％）であった。また、  

過去に申請したものの開設に至っていない事業所は19事業所（18．3％）で  

あった。   

○ サテライト設置の申請の主な動機については、104事業所が回答（複数回答）し  

た。その主な回答は「職員の利便性を高める」50事業所（48．1％）、「利用者の拡  

大」45事業所（43．3％）、「サテライト設置申請地域の利用者のニーズがあるた  

め」32事業所（30．8％）等であった。   

○サテライト設置による主な効果では、86事業所が回答（複数回答）した。その主な   

回答として「移動距離又は移動時間の短縮」51事業所（49、0％）、「訪問件数の増   

加」31事業所（29．8％）、「収入の増大」19事業所（18．3％）等の事業所側のメリッ   

トと「利用者のニーズに対応できるようになった」28事業所（26．9％）等の利用者   

のメリットがあげられた。「利用者のニーズに対応できるようになった」具体的な例   

としては、「訪問看護事業所のない地域での在宅医療のニーズに対応できるよう   

になった」、「頻回な訪問が可能となった」等があげられていた。   

○サテライト設置を申請した104の事業所のうち、13事業所が都道府県より申請を   

拒否されたと回答した。その理由としては「厚生労働大臣の定める地域に該当し   

ない」が10事業所（76．9％）であった。このうち、6事業所が「地域要件を撤廃して   

いる」平成12年4月以降の設置申請であった。  

○ 一方、サテライト設置の申請を行わなかった1，191事業所の申請を行わなかった  
理由では、サテライト設置に関する認識が十分でないと思われる回答として、   

「サテライトを設置するための費用がない」（189事業所）、「自治体が認めていな  
いと認識している」（48事業所）、「サテライトを知らない」（26事業所）、「申請方  
法がわからない」（34事業所）、「サテライトの基準に当てはまらないと認識して  

いる」（9事業所）等があげられた。   



○ 指定居宅サービス′葦及び指定介護予防サービス等に関する張準について（抄）  

（平成11年9月17 日老企第25号厚生省二老人保健福祉局企画裸艮通知）   

第2 総論  

1 ■粧業者指定の里イItについて   

市業者の指定は、脱則としてサービス射勅）拠点ごとに行うものとするが、例外的に、  

待機や道1匝）保管、新種え等を行うJt張所等であって、次の要件を満たすものについては 

即することができる取扱いとす  

亙。  

① 利川申込に係る．訊膵、サービス提供状況の把据、職捌こ対する技術指導等が一体的に  

行われることり  

② 職員の勤務体制、勤務内容等が・ノ自′】勺に管理されること。必要な場合に随時トlミたる  

－1i業J軒や他の州張所等との間で仰／I二支援が行える体制（例えば、当謁川i張所尊の従業   

者が急病等でサービスの提供ができなくなった場合に、i三たる・軒業所から急遽代替要  

員を派遣できるような体制）にあることり  

③ 許情処即や損吾蛸償今別こ際して、・休的な対J′とこができる休制にあることし，  

④ 小業叫川く」や運営ノノ針、常業Ilや常業時間、利川料尊を定める同 一の運営規定が定め  

られること。  

⑤ 人●jt、給Ji・福利厚／卜勺宇の勤務条件′料こよる職艮管理が・ノ山′】勺に行われることり   

苅：う 介．；蔓サービス  

訪問看護  

l 人上∨1に関するノ嗣I室  

（l）肴護師等の員数（居宅基準第（；（）条）  

①指定訪問看護ステーションの場合（居宅ノ別l灘揃）条第1墳第l片）  

イ 指定訪問着護ステーションにおける保健師、看護師又は准看御Ili（以下「看護職員」  

という（〕）の員数については、常勤換算方法で2．5人以卜と定められたが、これについ  

ては、職員の支援体制等を考慮した最小限の員数として定められたものであり、各地   

域におけるサービス利川の状況や利川者数及び指定訪問看護の事業の業務焼を考臆し、  

適切な員数の人員を確保するものとする。  

ロ  勤務l1及び軌跡l祁羽カ；不定期な看護師等についての勤掩延時間数の算定につい  

ては、指定訪問介護の場合と同様である。  

ハ 雌学頻法1二、作業療法l二及び言語聴覚l二については、二馴削こJぷじた適当数を配擬する  

ものとする（配匿しないことも可能である′ノ）。，  

ニ 山張所等があるときは、常勤換算を行う際の事業所の看護職貝の勤務延時間数とは、  

川張所等における勤務延時間数も含めるものとする．〕  

‾′，㌣   



O「指定訪問右誠の●ji二業の人員及び迫捌こ閲する基準について」（抄）  

（平成12年3月31日保発第70号・老発芽亨397号）  

弟一 総．‡論  

1 本状準は、指定訪川前儲の車‾業がその日的を漣成するために必要なJl封1引根度の基準を   

定めたも〃）であり、指）王訪情j符針圧業者は、瑞’にその中：業の運常の「向上に努めなければ   

なら一ないこと。  

2  拭準を満たさない場合には、指定訪l～り肴．針圧業昔の指定は受けられず、また、運常開   

始後、兢準を伸一1るに裏／〕た場合、地ん1ノニ／巨（友）‖の脛相打拘）対象となり、この指草   

′引こ従わない場合には、空1．掛指定を取り消すことができろものであること。  

：i f桁王，彷＝り桁馴l二業帯び）指定H、規則として車業所ごとに子J二っヰ）のとするが、例外「畑こ、   

待機や道ハの牒睾、ぺ■‘i押え′昔を子J二う出張所′昔（以■卜「従たる・li二葉所」という．、）で寿）′つ   

て、次〟）■牡件を満たすヰ〕（川こついては、・附I小出肯定訪IJり肴護の揖供〝）里イ、tとしてごtl．盲亥  

■Ji二葉凧こ合机て指定することができる肋拙いとすること。  

（i）利川申込みに係る調幣、指定訪＝1捕護の揖†捌大況び）把握、職川こ対すかは術指導笥甘  

・休的に行われること‥  

（ヨ＼）jr鋸1ノ）勤務休制、勤務内容つ妄カトーノ川」に11押】！されることl，必要な場合に随時、巨たろ  

車業所との問で拙／一二文才如；子J、一える体制（例えば、従たる小葉ノ咋〃）従業帯が急病′昔で指  

定訪肌用・．i壁〃）提供ができなくな／）た場合に、よたる小二業所かし急遽代伴要乙lを派一道で  

きるょうな休制）にあること．，  

「ニj）ml一子処理やmパ購償彗に際して、一休的な対応ができる体制＝こあること。  

（＝ ■ji二葉ノ）‡川く」や運里ノノ針、営業Il及び常業‖、川J、利川村′葦を定める同・〟）運常規捏が定  

められること．，  

巧）人丸 給㌧・福利ノリニ／l二1草〟）勤務条件ノ判こ上る職＝¶丹I！が一元的に行われること． 

耶 二＋指定訪問石瀾小一研削）人＝及び運営に関する域準  

2 人川こ閲‾iI‾る小二咄  

（：i）従たる小二某所ノ）人＝配椚   

従たる－ji二業所のうナノ、効ネ的な，亨ん‖りれ．護の●Ji二業を子J二うことが困難であり、1の（1り  

に掲げる．L刷り右護．汁両．隼及び－リ川り肴護紬て】＝捏）作成′淳〝）業務ヰ）合めて子J二うなど．剃り肴  

護の捉供両独ノ∴ミとしての機能を果たしているヰ）のについては、、11．該従たる車業所にお  

いて、利川昔故に応じた適直な＝数を価保することとし、配rr′トf‾る有．酬巾′等（基準苅  

2条雉＝上州こ規定する肴．減価′等をいう。以卜同じ．1）ノ）うち1人以卜は保健帥、助灘  

I帥又は右護師とすろこと．．   



「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」  

（抄）  

平成11年9月17日 老企25号  

各都道府県介護保険主管部（局）長宛  

厚生省老人保健福祉局企画課長通知  

第1 基準の性  

1 基準は、指定居宅サービスの事業がその目的を達成するために必要な最低限度の基   

準を定めたものであり、指定居宅サービス事業者は、常にその事業の運営の向上に努   

めなければならないこと。  

2 指定居宅サービスの事業を行う者又は行おうとする者が満たすべき基準等を満たさ   

ない場合には、指定居宅サービスの指定又は更新は受けられず、また、基準に違反す   

ることが明らかになった場合には、①相当の期間を定めて基準を遵守するよう勧告を   

亘邑、②相当の期間内に勧告に従わなかったときは、事業者名、勧告に至った経緯、   

当該勧告に対する対応等を公表し、③正当な理由が無く、閲を採ら   

なかったときは、相当の期限を定めて当該勧告I＝係る措置を採るよう命令することが   

三豊旦ものであ冬こと。また、③の命令をした場合には事業者名命令に至った経緯等   

を公示しなければならないなお、③の命令に従わない場合には、当該指定を取り消す   

こと、又は取消しを行う前に相当の期間を定めて指定の全部若しくは一部の効力を停   

皇室旦こと（不適正なサービスが行われていることが判明した場合、当該サービスに   

関する介護報酬の請求を停止させること）ができる。ただし、次lこ掲げる場合には、   

基準に従った適正な運営ができなくなったものとして、岬り消すこと又   

は指定の全部若しくは一部の効力を停止する声とができ呑ものであること。  

（》 次に掲げるときその他の事業者が自己の利益を図るために基準に違反したとき  

イ 指定居宅サービスの提供に際して利用者が負担すべき額の支払を適正に受けな  

かったとき  

ロ 居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によ  

るサービスを利用させることの代償として、金品その他の財産上の利益を供与し  

たとき   

② 利用者の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあるとき   

③ その他①及び②に準ずる重大かつ明白な基準違反があったとき  

3 運営に関する基準及び介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に従って   

事業の運営をすることができなくなったことを理由として指定が取り消され、法に定   

める期間の経過後に再度当該事業者から当該事業所について指定の申請がなされた場   

合には、当該事業者が運営に関する基準及び介護予防のための効果的な支援の方法に   

関する基準を遵守することを確保することに特段の注意が必要であり、その改善状況   

等が確認されない限り指定を行わないものとすること。  

4 特に、居宅サービスの事業の多くの分野においては、基準に合致することを前提に   

自由に事業への参入を認めていること等にかんがみ、基準違反に対しては、厳正に対   

応すべきであること。   




